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■豊川市公共施設等総合管理計画について 

公共施設等総合管理計画は、公共施設等の全体の状況を把握し、

長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に

行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施

設等の最適な配置を実現していくことを目的としています。 

今回、道路・水道施設などのインフラ・プラント系施設につい

ても分野横断的にとらえた行動計画をまとめることで、施設の長

寿命化や今後のまちづくりに向けた基本的な方針を策定します。 

 

■公共施設等総合管理計画策定にかかる庁内会議の開催方針 

庁内会議では、効率的に意見を抽出・集

約するため、推進会議と推進部会の階層別

に開催しています。推進部会は、所管課の

意見集約を主目的とし、推進会議は、学識

経験者にも参加していただき、市としての

方針設定を主目的としています。 

 

■公共施設等総合管理計画策定に向けての現状把握および対象施設の今後の管理方針 

 公共施設総合管理計画の策定に向けて、市が所有する公共施設とプラント系およびインフラ系施設のストッ

ク量、年間維持管理費等について一斉に整理します。施設類型別に整理したのち、将来にわたる管理費用を試

算した結果から、今後の施設毎の管理方針について決定します。 

 

 

 

 

 

 

豊川市ファシリティマネジメント 

公共施設等総合管理計画ニュース 
【発⾏にあたって】 

本市では、公共施設等の老朽化が進み、今後一斉に更新時期を迎えることから、更新に必要な費用の増

大が見込まれる一方で、少子高齢化や人口減少等でより厳しい財政状況におかれることが予測されます。

こうした状況のもと、国では「『新しく造る』から『賢く使う』への重点化が課題」としてとらえ、「イン

フラ長寿命化基本計画」が策定されました。この基本計画では、地方自治体において公共施設等の総合的

かつ計画的な管理を推進するための「公共施設等総合計画」を策定することを要請しております。 

市では、今後の公共施設等のあり方について、適切な改修、更新等を行い、財政負担の平準化を図りな

がら、公共施設等を最適な状態で持続可能なものとしていくため、「公共施設等総合計画」の策定に取り

組むこととしました。 

このニュースは、本市の公共施設等総合管理計画に関する取組みについて、広く市民の皆さんに知って

いただくことを目的に発行しています。身近な施設を含めた、市全体の公共施設等のあり方を市民の皆さ

んと共に考えていきたいと思います。今後ともご愛読いただき、ご意見をいただければ幸いです。 

公共施設（一般建築物） 
・庁舎・文化施設・保育園 
・体育施設・市民病院 等 

プラント系施設 
・衛星処理施設 
・給食センター 等 

インフラ系施設 
・道路施設、河川管理施設 
・公園緑地、水道施設 等 

豊川市総務部管財契約課 

電話 0533-89-2108 FAX 0533-89-2163 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyosei

unei/manejiment/facilitymanagement.html 

公共施設 

■庁内会議の階層イメージ 

各施設のストック量や
年間管理費等の把握 

将来の管理費用
と予算の試算 

各施設の今後の
管理方針の決定 

全庁的な取組体制と情
報共有方針の決定 

公共施設等総合管理計画策定の流れ 

プラント系 インフラ系 

公共施設等総合管理計画 

総合的かつ計画的な管理の推進 
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■第１回 豊川市公共施設等総合管理計画推進会議を開催しました 

平成２６年 5 月２０日（水）に第１回公共施設等総合管理計画推進会議を開催しました。 

これは、学識経験者や関係団体代表等で構成し、豊川市における「公共施設等総合管理計画」の策定に向け

て議論する会議です。今年度は４回程度の開催を予定しており、公共施設等の全体の状況の把握、長期的な視

点をもった更新・統廃合・長寿命化、財政負担の軽減・平準化や公共施設等の最適な配置等を図るための実施

プランである「公共施設等総合管理計画」を取りまとめることとしています。 

 

 

 

 

 

総合管理計画を策定するにあたり、計画期間における公共施設等の数や延べ床面積等の公共施設等の数量

に関する目標を決定します。また、以下の事項について考え方を記載します。 

◇公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

・点検/診断等の実施方針          ・維持管理/修繕/更新等の実施方針 

・安全確保の実施方針            ・耐震化の実施方針 

・長寿命化の実施方針            ・統合や廃止の推進方針 

・総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

上記の項目等については今後の推進会議および、推進部会を通して、とりまとめることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共施設等の総合管理計画に関する基本的な考え⽅ 

＜問い合わせ先＞ 
豊川市総務部管財契約課 
電話 0533-89-2108 FAX 0533-89-2163 
http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/manejiment/facilitymanagement.html 

■計画の概要説明 

第１回（５月２０日） 

総合管理計画について 

第２回（８月頃） 

計画策定の進捗状況報告 

行政経営改革推進本部会議及び議会報告（予定） 

公共施設等総合管理計画推進会議 

第 4 回（1 月頃） 

計画の取りまとめ 

■計画書の作成 

⇒構成・レイアウト等の検討 

（分かりやすい見せ方に配慮） 

３月頃 

総
合
管
理
計
画
推
進
部
会 ■施設の現状把握と課題の抽出 

■施設管理の基本的な考え方に

ついて 

■施設類型ごとの管理に関する

基本方針 

■計画期間について 

■全庁的な取組体制と情報共有

第３回（１１月頃） 

計画策定の進捗状況報告 

過去の調査結果の

活用 
関連計画と 

連携強化 

■パブリックコメント等 

議事：（1）豊川市公共施設等総合管理計画推進会議設置要綱について 

（2）豊川市公共施設等総合管理計画の概要について 


